
（資料２－２）

育 英 奨 学 事 業 の 充 実

学生が経済的に自立し、安心して学べるようにするため、奨学金の
重要性は益々高まっており、一層の充実を図る。

日本育英会の育英奨学事業

平成１５年度(案) 貸 与 人 員 ８６．６万人（６．８万人増）
事業費総額 ５，７９０億円（６２４億円増）

区 分 無 利 子 貸 与 事 業 有 利 子 貸 与 事 業

貸 与 人 員 ４２．７万人（２．１万人増） ４３．９万人（４．７万人増）

， （ ） ， （ ）事 業 費 ２ ３８５億円 １７１億円増 ３ ４０５億円 ４５３億円増

（ （ ））うち政府貸付金・ （政府貸付金） 財政融資資金 機関債５６０億円を含む

， （ ）財政融資資金 ９５０億円（ ３１億円増） ２ ８３６億円 ５７億円増

対 象 学 種 高 校 、 大 学 ・ 短 大 、 高 専 、 大学・短大、高専 、（４ ・ ５ 年 生 ）
大学院、専修学校 大学院、専修学校（専門課程)

定 額 学生が選択
修士課程の場合 (大学院の場合)貸 与 月 額 （ ） 8.7万円(2千円増)

５、８、１０、１３万円（ ）博士課程の場合 12.1万円(2千円増)

学 大学・大学院の成績が特に優れ ①大学・大学院の成績が優れて
ている学生 いる学生

②学修に意欲があり、学業を確
実に修了できる見込みがある

貸与基準 力 と認められる学生

416万円以下 595万円以下家 （修士課程の場合） （修士課程の場合）

472万円以下 798万円以下（博士課程の場合） （博士課程の場合）

（14年度同額） （14年度同額）
【本人及び配偶者の収入を基準】 【本人及び配偶者の収入を基準】計

（元利均等返還）返 還 方 法 卒業後２０年以内 卒業後２０年以内

返 還 利 率 無 利 子 ０．３％（上限３％）
（在学中は無利子）

※入学時の需要に対応した奨学金の創設
春季若しくは秋季入学直後の貸与時に、経済的に特に困窮した学生に対応するた

め、一般の貸与月額とは別に３０万円を貸与する奨学金（有利子による一時金）を
創設。

（事業規模）２．５万人×３０万円＝所要額７５億円


